
◎気象業務法及び水防法の一部を改正する法律 
（令和五年五月三一日法律第三七号）   

一、 提案理由（令和五年四月四日・参議院国土交通委員会） 

○国務大臣（斉藤鉄夫君） ただいま議題となりました気象業務法及び水防法の一部を

改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 近年、自然災害の頻発化、激甚化等を背景として、防災対応のために国や都道府県が

行う予報の高度化が求められております。加えて、洪水等の発生時における民間の事業

継続等のために、国等が行う予報を補完する局所的な予報に対するニーズも高まってお

ります。こうした状況を踏まえ、地方公共団体や住民、民間事業者等における様々な防

災対応がより適確に実施されるよう、防災に関する情報提供を充実させていくため、最

新技術を踏まえながら、官民それぞれの予報の高度化、充実を図ることが必要です。 

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、都道府県が行う洪水予報の高度化を図るため、国土交通大臣が、都道府県知

事の求めに応じ、都道府県の洪水予報河川の予測水位情報を提供する仕組みを構築する

こととしております。 

 第二に、令和四年一月に発生したトンガ諸島付近の大規模噴火に伴う潮位変化を踏ま

え、火山現象に伴う津波の予報を適確に実施するため、気象庁の予報及び警報の対象と

なる水象の定義に、火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象を追加することと

しております。 

 第三に、洪水や土砂崩れ等の気象に関連する現象の予報業務について、最新技術の導

入による予報の精度向上を図るため、許可の基準を最適化するなど、許可制度の見直し

を行うこととしております。 

 第四に、防災に関連する予報の適切な提供を確保するため、社会的な影響が特に大き

い現象の予報業務については、あらかじめ説明を受けた利用者に限って提供できること

としております。 

 第五に、許可事業者による予報の精度向上を図るため、許可事業者が予報業務に用い

ることができる気象測器を拡充することとしております。 

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上がこの法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、参議院国土交通委員長報告（令和五年四月七日） 

○蓮舫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審

査の経過と結果を御報告いたします。 

 本法律案は、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るた

め、予報業務の許可の基準の見直し等を行うほか、噴火等の一定の現象の予報の業務に



ついては、利用者への説明を義務付け、当該説明を受けた者にのみ利用させることを目

的とした業務に限り許可を行うこととするとともに、都道府県知事が行う洪水予報に資

する国土交通大臣による河川の水位又は流量に関する情報の提供等の措置を講じようと

するものであります。 

 委員会におきましては、本川、支川一体の水位予測に係る取組方針、防災気象情報に

係る提供体制の在り方、気象防災アドバイザーの活用等について質疑が行われましたが、

その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年四月六日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 本川・支川一体での洪水予測による洪水予報の高度化を実現するに当たり、国土交

通省水管理・国土保全局、気象庁及び地方公共団体が一層緊密に連携・協働するとと

もに、地域住民の的確な避難行動を早期に促すため、長時間先の予測水位情報や早期

の洪水予報等について、理解しやすい情報の提供に努めること。また、地方公共団体

における防災体制の充実強化のため、地方公共団体に対し、人的支援及び財政支援を

十分に行うこと。さらに、防災気象情報の提供体制を強化するため、組織の在り方を

含めた見直しの検討を行うこと。 

二 大規模噴火の発生に伴う潮位変化を発生させるメカニズムの解明や津波予測精度の

向上等を、できるだけ早期に実現させるため、気象衛星ひまわりの画像解析技術の高

度化や、沖合の海底水圧計等によるリアルタイムでの観測及び予測への活用を目指し

た調査及び技術開発などについて、必要な予算措置を講ずること。 

三 民間気象事業者による土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予報業務については、利用

者の多様なニーズに寄与できるよう、予報業務許可に当たり、予報の提供に関する条

件や技術上の基準等の許可基準の明確化を図るとともに、その周知に努めること。 

四 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報業務においては、防

災上の混乱を防止するため、予報業務許可事業者の情報提供体制について、問題事例

が生じた場合には、必要に応じ、適切に指導を行うこと。 

  右決議する。 

三、衆議院国土交通委員長報告（令和五年五月二三日） 

○木原稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自然災害の頻発等により、洪水等の予報の重要性が増大していることに鑑



み、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、所要の

措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、民間事業者等が行う洪水や土砂崩れ等の予報業務に係る許可の基準につい

て、最新技術の導入による予報の精度向上を図るための見直しを行うとともに、噴火等

の社会的影響が特に大きい現象の予報業務については、利用者への説明を義務づけ、当

該説明を受けた者にのみ利用させることを目的とした業務に限り許可を行うこと、 

 第二に、国土交通大臣が、都道府県知事の求めに応じ、都道府県の洪水予報河川の予

測水位情報を提供する仕組みを構築すること 

などであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十一日本委員会に付託され、翌十二日斉

藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十九日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結

果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第でございます。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年五月一九日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 本川・支川一体での洪水予測による洪水予報の高度化を実現するに当たり、国土交

通省水管理・国土保全局、気象庁及び地方公共団体が一層緊密に連携・協働するとと

もに、地方公共団体に対し、長時間先の予測水位情報や早期の洪水予報等を活用し、

地域住民の早期の避難行動につながるよう、的確で理解しやすい情報の提供を促すこ

と。また、地方公共団体における防災体制の充実強化のため、地方公共団体に対し、

人的支援の取組を推進し、財政支援を十分に行うこと。特に、地方公共団体における

住民への防災教育や災害時の専門的助言を行う気象防災アドバイザーの設置を促進す

るための十分な支援措置を講ずること。さらに、防災気象情報の提供体制を強化する

ため、組織の在り方を含めた見直しの検討を行うこと。 

二 水位周知河川においては、降水の予測精度の向上や洪水予測技術の進展等により、

一定の精度で水位や流量の予測が可能となってきている現状を踏まえ、必要に応じ、

洪水予測モデルの開発や予測システムの提供を含めた技術的な支援を都道府県に対し

行うよう努めること。 

三 大規模噴火の発生に伴う潮位変化を発生させるメカニズムの解明や津波予測精度の

向上等を、できるだけ早期に実現させるため、気象衛星ひまわりの画像解析技術の高

度化や、沖合の海底水圧計等によるリアルタイムでの観測結果及びその予測への活用

に係る調査及び技術開発などについて、必要な予算措置を講ずること。 

四 民間気象事業者による土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予報業務については、利用



者の多様なニーズに寄与できるよう、予報業務許可に当たり、予報の提供に関する条

件や技術上の基準等の許可基準の明確化を図るとともに、その周知に努めること。 

五 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報業務においては、防

災上の混乱を防止するため、予報業務許可事業者に対し、利用者への予報事項を第三

者に伝達するリスクの説明等の徹底を求め、その情報提供体制について、問題事例が

生じた場合には、必要に応じ、適切に指導を行うこと。 


